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   第 ８ 回  熊本県議会  厚生常任委員会会議記録 

 

令和８年２月20日(金曜日） 

            午前９時59分開議 

            午前11時28分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第12号） 

議案第14号 令和７年度熊本県国民健康保

険事業特別会計補正予算(第３号） 

議案第19号 令和７年度熊本県病院事業会

計補正予算(第４号） 

報告第１号 専決処分の報告について 

報告第２号 専決処分の報告について 

報告第３号 専決処分の報告について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 岩 本 浩 治 

        副委員長 荒 川 知 章 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 藤 川 隆 夫 

      委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 亀 田 英 雄 

        委  員 立 山 大二朗 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

       部 長 下 山   薫 

医 監 木 脇 弘 二 

長寿社会局長 本 田 敦 美 

子ども・ 

障がい福祉局長 清 水 英 伸 

健康局長 篠 田   誠 

首席審議員 

兼健康福祉政策課長 入 田 秀 喜 

健康危機管理課長 弓 掛 邦 彦 

高齢者支援課長 笠     新 

 認知症施策・ 

地域ケア推進課長 永 野 千 佳 

社会福祉課長 冨 安 智 詞 

子ども未来課長 緒 方 雅 一 

子ども家庭福祉課長 中 村 寿 克 

首席審議員 

兼障がい者支援課長 竹 中   良 

医療政策課長 神 西 良 三 

  国保・高齢者医療課長 黒 瀬 琢 也 

健康づくり推進課長 堤     茂 

薬務衛生課長 飯 野   彬 

病院局 

病院事業管理者         

職務代理者 鍬 本 亮 太 

総務経営課長 米 田 健 人 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課主事 井 島 美 幸 

政務調査課主幹 内 布 志保美 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○岩本浩治委員長 ただいまから第８回厚生

常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔に行っていただき

ます。 

 まず、健康福祉部長から総括説明を行い、

続いて、担当課長から順次説明をお願いしま

す。 

 初めに、下山健康福祉部長。 

 

○下山健康福祉部長 健康福祉部長でござい

ます。 

 健康福祉部関係の議案等の概要について御

説明をいたします。 
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 今回の委員会では、予算関係２議案と報告

３件について御審議をお願いしております。 

 委員会資料の１ページに総額を示しており

ますので、お手元で御覧いただくと、助かり

ます。 

 まず、予算関係ですが、議案第１号、令和

７年度熊本県一般会計補正予算では、国の経

済対策への対応として、災害発生時の避難所

等支援体制の強化や介護事業所等に対するサ

ービス継続・提供体制確保等の支援に要する

経費などを計上しております。また、経済対

策の増額に加えまして、災害救助事業に要す

る経費などを所要見込額に応じて通常分を減

額しておりますため、総額としましては、８

億200万円余の減額となっております。 

 なお、資料１ページのほうには数字は示し

ておりませんけれども、内計としまして経済

対策分としての予算を御紹介しますと、今

回、15億9,200万円余となっております。11

月定例会と１月臨時会で承認いただいた分を

合わせますと、経済対策分は、総額108億

1,800万円余となります。 

  さらに、議案第14号、令和７年度熊本県国

民健康保険事業特別会計補正予算では、国民

健康保険財政安定化基金への積立金などを計

上しており、総額は47億9,200万円余の増額

となっております。 

 今回の提案により、特別会計を含めた健康

福祉部の令和７年度の予算総額は3,738億

1,800万円余となります。 

  また、報告関係につきましては、報告第１

号から第３号の専決処分の報告について御説

明をさせていただきます。 

 詳細につきましては、関係各課長が説明い

たしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 引き続き担当課長から議

案第１号の説明をお願いします。 

 

○入田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 令和７年度２月補正予算関係について、主

なものを御説明いたします。 

 まず、社会福祉総務費でございます。 

 右側説明欄を御覧ください。 

 １の職員給与費は、当初予算において、昨

年の１月１日時点での職員数及び給与額を基

に計上しておりますことから、その後の人事

異動等に伴う補正をお願いするものでござい

ます。 

 健康福祉部各課の説明欄に職員給と記載し

ているものにつきましては、同様の趣旨でご

ざいますので、以降の説明は省略させていた

だきます。 

 次に、２の民生委員費、３の地域福祉振興

費、４の社会福祉諸費については、いずれも

事業費の所要見込額の減によるものでござい

ます。その下の３ページ、５の国庫支出金返

納金につきましては、国庫補助金の額の確定

に伴うものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 下段の災害救助費でございます。 

 説明欄２の災害救助対策費の(1)災害救助

事業につきましては、令和７年８月豪雨災害

等に係る応急仮設住宅関連経費の所要見込額

の減によるものでございます。 

 (2)の避難所生活環境改善緊急整備事業

は、国の経済対策を活用した避難所の生活環

境改善のために必要な資機材購入に要する経

費となっております。本事業につきまして

は、後ほど繰越明許費の設定もお願いさせて

いただいております。 

 ３の国庫支出金返納金につきましては、災

害救助費国庫負担金の額の確定に伴うもので

ございます。 

その下、５ページ、最下段の元金でござい

ます。説明欄１の災害援護資金国庫貸付金元

金につきましては、過去の災害により被災し

た世帯に対する災害援護資金貸付金の国への
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償還金で、市町村からの償還見込額の減によ

るものでございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 先ほど４ページで御説明いたしました避難

所生活環境改善緊急整備事業について、繰越

しをお願いいたしております。 

その下の７ページ、債務負担行為の設定で

ございます。保健・医療・福祉関係業務につ

いては、部内各課の委託業務のうち、年度内

に契約事務を進め、４月から業務開始する必

要があるものについて、追加で債務負担行為

を設定するものでございます。 

 健康福祉政策課は以上です。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 ８ページをお願いいたします。主な項目に

ついて御説明いたします。 

 まず、公衆衛生総務費でございます。 

 一番右、説明欄２の国庫支出金精算返納金

でございます。こちらは、令和６年度分の国

庫補助金の確定に伴う精算返納金でございま

す。 

 次に、下段の予防費でございます。 

 説明欄１の(1)の感染症予防事業費でござ

います。こちらは、新興感染症に対応するた

めのシステムの運用に係る保守経費の増額分

を計上しております。 

 次に、(2)の新型インフルエンザ対策費

と、１つ飛ばしまして、(4)の新興感染症対

応力強化事業と、その次、２の感染症発生動

向調査事業については、いずれも事業実績見

込みを踏まえた減額でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 食品衛生指導費でございます。 

 一番右、説明欄１の食品営業監視事業と、

２の公衆衛生獣医師確保育成事業と、１つ飛

ばしまして、３の(2)のと畜検査整備事業に

ついては、いずれも事業実績見込みを踏まえ

た減額でございます。 

 次に、下段の環境整備費でございます。 

 説明欄１の動物愛護管理事業と２の動物愛

護推進事業については、いずれも事業実績見

込みを踏まえた減額でございます。 

 10ページをお願いいたします。こちらは、

繰越明許費の変更でございます。 

 環境衛生費の動物愛護推進事業について

は、動物愛護センター別館の改修に要する経

費でございますが、工期の変更に伴い、動物

を飼育するコンテナのリース期間を延長する

必要が生じたため、繰り越すものでございま

す。 

 健康危機管理課は以上でございます。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 説明資料の11ページをお願いいたします。 

 補正予算関係について、主な内容を御説明

いたします。 

 まず、社会福祉総務費の右側説明欄１、社

会福祉諸費の(4)介護福祉士修学資金等貸付

事業費補助(経済対策分)につきましては、介

護福祉士の資格取得に向けた修学資金等の貸

付けを行う県社協に補助するものですが、必

要な財源が県社協内に十分に確保されている

ことから減額をするものでございます。 

 なお、当事業のほか、今回減額となってお

ります事業につきましては、事業費の確定等

に伴う所要見込額の減によるものでございま

す。 

 おめくりいただきまして、12ページをお願

いいたします。 

 老人福祉費の右側説明欄２、高齢者福祉扶

助費の介護事業所等に対するサービス継続支

援事業(経済対策分)は、国の経済対策を活用

し、物価上昇の影響下においても介護事業所

や施設が必要なサービスを円滑に継続できる

よう、将来的に必要となる設備、備品の購入
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費用等を助成するものです。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 上段は、前ページからの続きになりまし

て、老人福祉費の４、介護保険対策費になり

ます。 

 (3)訪問介護等サービス提供体制確保支援

事業(経済対策分)につきましては、国の経済

対策を活用し、今年度に引き続き訪問介護事

業所等が行う人材確保や事業所の経営改善に

向けた取組の支援を実施するほか、新たに中

山間地域等におけるサテライトの設置に向け

た取組に対して助成するものです。 

 下段、老人福祉施設費の１、老人福祉施設

整備費につきましては、(1)、(2)両事業とも

に事業者による整備の見送り等により減額を

するものでございます。 

 おめくりいただきまして、14ページをお願

いいたします。 

 民生施設補助災害復旧費の１、社会福祉施

設災害復旧費、老人福祉施設等災害復旧事業

につきましては、令和７年８月豪雨災害で被

災をいたしました老人福祉施設等の復旧に要

する経費への助成ですが、激甚災害指定に伴

う補助率のかさ上げや設備分の復旧に関する

国庫補助制度の創設に伴い、増額補正を行う

ものでございます。 

 続きまして、15ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費について御説明いたします。 

 15ページは、繰越明許費の追加になりま

す。令和７年８月豪雨で被災しました施設へ

の助成である老人福祉施設等災害復旧事業に

ついて、災害査定等が今月から始まっている

ところでございますけれども、今年度中の事

業完了が困難なため、繰り越すものとなって

おります。 

 おめくりいただきまして、16ページをお願

いいたします。 

 こちらは、繰越明許費の補正、変更になり

ます。先ほど補正予算の中で御説明をさせて

いただきました国の経済対策を活用して実施

する上の２つの事業に加えまして、施設整

備、設備整備のために相当の期間を要する事

業について、令和７年度中の事業完了が見込

めないため、繰り越すものでございます。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 上段、社会福祉総務費の右側説明欄、国庫

支出金返納金ですが、令和６年度に実施した

各種の国庫補助事業の額の確定に伴う返納金

でございます。 

 次に、下段の老人福祉費の主なものを御説

明いたします。 

 説明欄の２、高齢者福祉対策費についてで

すが、(2)認知症診療・相談体制強化事業

は、認知症疾患医療センター委託額が当初の

見込額を下回ったことにより減額補正するも

のでございます。 

 説明資料の18ページをお願いいたします。 

 右側、(5)認知症サポーターアクティブチ

ーム支援事業は、認知症の方やその御家族を

支える活動団体である認知症サポーターアク

ティブチーム認定に係る経費や活動の立ち上

げを助成する費用でございますが、見込額の

減により減額補正及び財源更正をするもので

ございます。 

 (6)地域包括ケアシステム構築加速化事業

は、市町村への訪問による支援や研修会開催

に要する経費が当初の予定額を下回ったこと

により、減額補正及び財源更正するものでご

ざいます。 

 (7)認知症施策推進計画策定支援事業は、

来年度、県の認知症施策推進基本計画策定の

ための各種事業の実施に要する経費でござい

ます。 

 説明資料19ページをお願いいたします。 
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 ３、介護保険対策費について、主な事業を

御説明いたします。 

 (3)介護給付費県負担金交付事業、(4)地域

支援事業交付金交付事業、それから(6)第１

号保険料県負担金交付事業は、介護保険法に

基づく市町村に対する法定の負担金、交付金

等で、いずれも市町村の所要見込額の増減に

伴い、増額及び減額補正をお願いするもので

ございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 (8)高齢者を支える地域活動支援事業は、

中山間地域の高齢者の在宅生活に必要な生活

支援サービスの基盤づくりに新たに取り組む

民間事業者等の支援に要する経費でございま

すが、交付額が当初の見込額を下回ったこと

により、減額補正及び財源更正するものでご

ざいます。 

 (10)ケアプランデータ連携による活用促進

モデル地域づくり事業は、ケアプランデータ

連携システムを活用し、業務改善に取り組む

居宅系の介護事業所、介護施設等を支援する

市町村に対する経費でございます。 

 説明欄４、介護保険財政安定化基金積立金

についてですが、介護保険財政安定化基金事

業は、介護保険法に基づく介護保険財政安定

化基金の償還金及び運用利息の積立てに要す

る経費ですが、運用利息の増に伴い、増額補

正するものです。 

 21ページをお願いいたします。 

 次に、医務費の右側説明欄、歯科行政費に

ついて御説明いたします。 

 在宅歯科医療機能強化事業は、県歯科医師

会、在宅歯科医療連携室が行う訪問歯科診療

の調整や人材育成、また、歯科診療所が行う

訪問歯科診療機材購入に要する経費について

助成するものでございます。交付額が当初の

見込額を下回ったことにより、減額補正する

ものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の補正について御説明いたしま

す。 

 認知症施策推進計画策定支援事業及びケア

プランデータ連携による活用促進モデル地域

づくり事業の２事業につきましては、国の経

済対策を受けて２月補正で予算要求をさせて

いただいておりますが、年度内に事業が完了

しないことが見込まれるため、繰越明許の変

更をお願いするものです。 

 認知症施策・地域ケア推進課の説明は以上

でございます。 

 

○冨安社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 説明資料の23ページをお願いいたします。 

 ２月補正予算の主なものについて御説明い

たします。 

 上段の社会福祉総務費の右側説明欄の２、

生活福祉資金貸付事業費については、県社会

福祉協議会に対する業務システム関連費への

補助事業について、国の再積算に伴う所要見

込額の減により減額補正するものでございま

す。 

 次に、24ページをお願いいたします。 

 生活保護総務費の右側説明欄の１、生活保

護事務費の(2)については、平成25年から実

施しました生活扶助基準改定に関する最高裁

判決を踏まえて決定しました厚生労働省の方

針に従いまして、生活保護費等の追加給付を

行いますが、その支給事務実施体制の整備に

要する経費について、業務委託費や旅費など

を計上しております。その下の４、国庫支出

金返納金については、うち、約4.8億円は、

県社会福祉協議会が新型コロナ対策として実

施した生活資金の特例貸付けについて、令和

６年度の償還金収入を国へ返還するものでご

ざいます。残りは、国庫負担金等の確定に伴

う精算返納金でございます。 

 次に、25ページをお願いいたします。 

 上段の扶助費の右側説明欄の１、生活保護

扶助費の(1)生活保護費については、医療扶
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助費の増加などに伴う増額補正をお願いして

おります。 

その下の(2)につきましては、前ページで

説明しました最高裁判決対応事業について、

県内町村に居住し、保護費等を受給している

約1,900世帯と保護廃止の約2,600世帯に対す

る保護費等の追加給付に要する経費でござい

ます。可能な限り迅速な追加支給に努めてま

いります。 

  中段の精神保健費については、ひきこもり

支援推進事業について補助をしております県

内２市の事業費変更などによる減額でござい

ます。その下段の民生施設補助災害復旧費に

ついては、令和７年８月豪雨で被災した救護

施設の復旧費用が全額保険で対応されること

になり、申請の取下げがあったため、減額補

正するものでございます。 

 次に、26ページをお願いいたします。 

 生活扶助基準改定最高裁判決対応事業の事

務費と扶助費につきまして、年度内に完了し

ないことが見込まれるため、繰越明許費の変

更をお願いするものでございます。 

 社会福祉課の説明は以上でございます。 

 

○緒方子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料27ページをお願いいたします。 

 下段の児童福祉総務費の説明欄２、児童健

全育成費、(1)多子世帯子育て支援事業は、

市町村が保育料等の軽減または無償化を実施

する際、県がその一部を補助するものでござ

いますが、所要見込額の減に伴い減額するも

のでございます。 

 28ページをお願いいたします。 

 説明欄、(3)児童健全育成事業(運営費)に

ついては、国の経済対策分で、物価高騰とい

った厳しい状況の中、放課後児童クラブ等の

地域子ども・子育て支援事業を実施する事業

主体が安定的な事業運営を行えるよう支援す

るもので、その県負担分を増額するもので

す。 

 なお、この後御説明する際、国の経済対策

分ということで御説明するものは、同様の趣

旨によるものでございます。 

 (4)放課後児童クラブ施設整備事業につい

ては、放課後児童クラブの整備を予定してい

たクラブが、今年度の事業実施を見送ったこ

とにより減額するものでございます。 

 29ページをお願いいたします。 

 説明欄３、国庫支出金返納金、国庫支出金

精算返納金については、受入れ済みの国庫補

助金等のうち、国の交付額確定に伴い、国庫

分を返納するものでございます。 

 次の４、安心こども基金積立金、安心こど

も基金事業については、子育て支援対策臨時

特例交付金により県に造成された基金の令和

７年度分の利息分を積み立てるものでござい

ます。 

 30ページをお願いいたします。 

 児童措置費の説明欄１、児童扶助費の子ど

ものための教育・保育給付費については、令

和７年度の人事院勧告で、保育士等の公定価

格上の人件費が5.3％改善されたことに伴

い、増額補正するものでございます。その

下、児童福祉施設費の説明欄１、市町村保育

施設運営費補助、(1)特別保育総合推進事業

については、延長保育や医療的ケア児を支援

するための事業でございますが、所要見込額

の減に伴う減額分と国の経済対策分の増額分

を相殺して計上しております。 

 ２、施設職員退職共済費については、当初

予算では国から示されました見込み単価と見

込みの退職者数を乗じて計上しておりました

ものを、確定単価、確定人数により補正する

ものでございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費の説明欄２、母子保健対策

費、産後ケア事業については、国の経済対策

分を増額するものでございます。その下、

３、母子医療対策費の(5)少子化対策総合交
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付金事業については、妊娠、出産、子育てに

係る事業を実施する市町村へ交付金を交付す

るものですが、所要見込額の減に伴い、減額

するものでございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 説明欄４、子ども医療費、子ども医療費助

成事業については、通院を就学前まで、入院

を中学３年生まで自己負担した分を助成した

市町村に対して補助を行うものでございます

が、所要見込額の減に伴い、減額するもので

ございます。 

その下、私学振興費、説明欄１、私学振興

助成費、(1)教育支援体制整備事業について

は、私立幼稚園緊急整備として遊具等の整備

を行うものでございますが、所要見込額の減

に伴い、減額するものでございます。 

その下、民生施設補助災害復旧費、説明欄

１、児童福祉施設災害復旧費、児童福祉施設

等災害復旧事業については、令和７年８月豪

雨災害で被災した児童福祉施設等の備品や設

備に対する復旧に対して助成するものでござ

います。 

 33ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の追加分でございます。 

 備考欄、児童福祉施設等災害復旧事業につ

いては、令和７年８月豪雨災害で被災しまし

て、９月補正で予算措置しました施設本体の

復旧分と先ほど御説明申し上げました備品、

施設等の分を合わせて、年度内完了が困難な

ために繰越しを設定するものでございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の変更分でございます。 

 上段、民生費の児童福祉費については、備

考欄の上から２つ目のポツ、放課後児童クラ

ブ施設整備事業は、入札の不調が続きまし

て、年度内の事業着手ができない可能性があ

るため繰越しを設定するもので、それ以外の

事業につきましては、国の経済対策分により

今定例会で予算措置をお願いしているもの

で、年度内完了が困難なため、繰り越すもの

でございます。 

 下段の公衆衛生費の備考欄、プレコンセプ

ションケア普及啓発推進事業は、現在動画を

作成しておりますが、その動画の内容の精査

に時間を要するため繰り越すもので、産後ケ

ア事業は、国の経済対策により今定例会で予

算措置をお願いしているもので、年度内完了

が困難なため、繰り越すものでございます。 

 子ども未来課からは以上でございます。 

 

○中村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課です。 

 説明資料35ページをお願いいたします。主

なものを御説明いたします。 

 まず、上段、児童福祉総務費です。 

 右側説明欄３、国庫支出金返納金は、令和

６年度事業の額の確定等に伴う返納金でござ

います。 

 下段、児童措置費の説明欄１、児童扶助費

につきましては、児童養護施設等及び里親委

託に係る措置費につきまして、国の単価見直

しを見据えて増額をお願いするものです。 

 説明資料36ページをお願いいたします。 

 ２段目、母子福祉費の説明欄２、児童扶養

手当支給事業費は、独り親家庭に対する児童

扶養手当について、市町村に対して所要見込

額を調査いたしまして、減額をお願いするも

のでございます。 

 37ページをお願いいたします。 

 児童福祉施設費の説明欄２、(2)清水が丘

学園整備事業につきましては、開発許可に係

る熊本市からの指導に伴い、工期の見直しを

行った結果、今年度から実施予定であった管

理学習棟の工事を令和８年度から着手するこ

ととしたため、本年度の工事費について減額

をお願いするものです。 

 38ページをお願いいたします。 

 説明欄４、(1)児童養護施設等退所者自立

支援資金貸付事業費補助は、県の社会福祉協

議会が行う児童養護施設等の入退所者の自立
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に必要な貸付事業の原資等に対する助成で

す。 

 続きまして、39ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費でございます。 

 主なものは、備考欄、２段目、清水が丘学

園整備事業で、ハード整備の一部の施工が年

度内に完了しないことが見込まれますことか

ら、繰越しをお願いするものでございます。 

 子ども家庭福祉課は以上です。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 40ページをお願いいたします。主なものを

御説明させていただきます。 

 障害者福祉費の説明欄１、障がい者扶助費

の(3)障害福祉サービス費等負担事業は、障

害者のサービス利用に係る県負担金であり、

市町村の所要見込額の増により増額補正する

ものです。 

 続いて、その下、２、障がい者福祉諸費で

ございます。41ページを御覧ください。 

 こちら、(5)障がい福祉分野のＩＣＴ・ロ

ボット等導入支援事業は、国の経済対策に対

応して、業務の効率化などのため、障害者支

援施設等におけるＩＣＴ、介護ロボット等の

導入に要する経費について助成するもので

す。 

 ３、障がい者福祉施設整備費の(2)であり

ます。令和７年度経済対策分ということで障

害者福祉施設の整備ですとか大規模修繕等に

要する費用について助成するものでありま

す。 

 42ページを御覧ください。 

 ５の国庫支出金返納金の(1)から次のペー

ジの(7)までは、国庫負担金の額の確定に伴

う返納金でございます。 

 43ページの下段、児童措置費の１、児童扶

助費の障害児施設給付費等支給・障害児施設

措置事業については、障害児の施設入所や通

所支援に係る県負担金等であり、市町村の所

要見込額の減により減額補正するものであり

ます。 

 続いて、44ページを御覧ください。 

 ２段目の公衆衛生総務費の２、保健医療推

進対策費の施設整備促進支援事業は、精神科

病院の施設整備費について物価高騰分を上乗

せ補助するものでありますが、補助事業の対

象とならない医療機関から取下げがあったも

のであります。 

 続いて、45ページであります。 

 ２段目の民生施設補助災害復旧費の１、障

がい者福祉施設災害復旧費であります。８月

の豪雨により甚大な被害を受けた施設等の復

旧整備に要する費用に助成するものでありま

して、昨年11月に激甚災害の指定を受けて補

助率のかさ上げと設備被害の補助対象化を受

けて、所要見込額を増額するものです。 

 46ページを御覧ください。 

 繰越明許費の追加分であります。災害復旧

費については、今年度内に完了が見込めない

障がい者福祉施設等災害復旧事業について来

年度に繰り越すものであります。 

 続いて、47ページを御覧ください。 

 繰越明許費の変更分です。民生費について

は、まず備考欄の一番上のところですが、経

済対策として取り組む障がい福祉分野のＩＣ

Ｔ・ロボット等導入支援事業と、あとは、そ

の下にある障がい者福祉施設整備費について

は、今年度内に完了が見込めないということ

もあり、来年度に繰り越すものであります。 

 障がい者支援課は以上であります。 

 

○神西医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 48ページをお願いします。主な事業につい

て御説明いたします。 

 まず、公衆衛生総務費ですが、説明欄１、

保健医療推進対策費の(3)医療施設等施設・

設備整備費は、医療機関が行う施設整備等に
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対する助成ですが、国庫補助金の内示減に伴

う減額でございます。 

それから、(8)の医療施設消防用設備整備

費は、消防用設備を整備する際の助成です

が、所要見込額の減によるものでございま

す。 

 49ページをお願いします。 

 (10)病床機能分化・連携推進事業は、医療

機能の再編のための施設整備等を行う医療機

関に対する助成ですが、所要見込額の減によ

るものでございます。 

 50ページをお願いいたします。 

 説明欄３、国庫支出返納金は、令和６年度

分の国庫補助金の額の確定に伴うものでござ

います。 

 51ページをお願いいたします。 

 中段の医務費ですが、説明欄１、へき地医

療対策費の(2)へき地医療施設・設備整備費

補助は、僻地診療所、僻地医療拠点病院の施

設、設備整備に対する助成ですが、国庫補助

金の内示減等に伴うものでございます。 

 次に、下段の保健師等指導管理費ですが、

説明欄１、看護行政費の看護師等養成所運営

費補助事業は、養成所の運営経費の一部を助

成するものですが、医師会立の看護専門学校

の新築工事が凍結されたことによる所要見込

額の減によるものでございます。 

 53ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の補正ですが、備考欄、医療従

事者勤務環境改善推進事業の繰越理由としま

しては、医療機関の病棟建て替え工事につい

て、実施設計に時間を要したことに伴い、年

度内に事業が完了しないために繰り越すもの

でございます。 

 医療政策課の説明は以上です。 

 

○黒瀬国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 資料の54ページをお願いいたします。 

 補正予算について、主な内容を御説明いた

します。 

 国民健康保険指導費について、減額補正を

お願いしております。減額の主な理由は、説

明欄２の国民健康保険制度安定化対策費、国

民健康保険保険基盤安定等負担金について、

保険料軽減の対象となる低所得者世帯数等が

当初見込みを下回ったためでございます。 

 次に、公衆衛生総務費について、減額補正

をお願いしております。減額の主な理由は、

１の後期高齢者医療対策費の(1)後期高齢者

医療給付費負担金について、主に被保険者数

が当初見込みを下回ったためです。 

 また、(3)後期高齢者医療保険基盤安定負

担金については、保険料の軽減割合の高い低

所得者等が当初見込みを下回ったためでござ

います。 

 続きまして、55ページをお願いいたしま

す。 

 国民健康保険事業特別会計繰出金は、国民

健康保険法に基づく法定負担金として国保特

別会計に繰り出すものです。主に高額医療費

負担分の見込額の減などによる減額となって

おります。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 

○堤健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 説明資料56ページをお願いいたします。 

 まず、公衆衛生総務費で7,740万円余の増

額をお願いしております。 

 右側説明欄２の健康づくり推進費を御覧く

ださい。 

 (1)から(7)の事業につきましては、国庫補

助金の内示額の減及び所要見込額の減に伴う

減額でございます。 

 57ページをお願いいたします。 

 続きまして、説明欄３、原爆被爆者健康診

断費及び４の原爆被爆者特別措置費ですけれ

ども、こちらも所要見込額の減に伴う減額で

ございます。 



第８回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（令和８年２月20日) 

 - 10 - 

 次に、５の難病対策費のうち、(1)指定難

病医療費につきましては、指定難病の認定を

受けた患者に対し医療費を公費負担するもの

でございますが、高齢化に伴う受給者数の増

加及び医療の高度化に伴いまして、令和７年

度予算が不足する見込みであることから、

9,755万円余の増額をお願いするものです。 

  続いて、６の国庫支出金返納金につきまし

ては、令和６年度国庫補助金の額の確定に伴

う精算返納金でございます。 

 続いて、58ページをお願いいたします。 

 上段の予防費については、ハンセン病事業

費における所要見込額の減に伴う減額でござ

います。その下の段、医務費については、右

側説明欄１の歯科行政費を御覧ください。 

 災害時等歯科保健医療提供体制整備事業

(令和７年経済対策分)は、災害時に避難所等

における歯科医療や歯科保健活動の提供に必

要な車両及びポータブルユニットなどの機材

整備、その活動に従事する人材育成等に対す

る助成としまして１億3,450万円余を計上し

ております。 

  続いて、下段の国民健康保険事業特別会計

繰出金につきましては、市町村が実施する事

業に対する負担金でございまして、市町村の

所要見込額の減に伴う減額でございます。 

 続きまして、説明資料59ページをお願いい

たします。 

 繰越明許費の補正について御説明いたしま

す。 

 先ほど御説明いたしました災害時等歯科保

健医療提供体制整備事業(令和７年経済対策

分)は、国の経済対策を受けて２月補正で予

算要求をしているところでございますが、年

度内に事業が完了しないことが見込まれるた

め、追加で繰越しの設定をお願いするもので

ございます。 

 健康づくり推進課の説明は以上でございま

す。 

 

○飯野薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 説明資料の60ページ、お願いします。主な

ものについて御説明いたします。 

 上段の公衆衛生総務費の右側説明欄１、保

健医療推進対策費の臓器移植院内コーディネ

ーター連携構築事業は、臓器移植院内コーデ

ィネーターの養成に要する費用でございます

が、当初の見込額を下回ったことに伴う減額

でございます。 

 次に、下段の薬務費の右側説明欄２、薬務

行政費、(1)薬事許認可事業は、薬局、医薬

品販売業、販売者等の許認可事務等に要する

経費でございますが、当初の見込額を下回っ

たことに伴う減額でございます。 

 次に、資料61ページをお願いします。 

 (2)薬事試験実施事業は、登録販売者試験

及び毒物劇物取扱者試験に係る事務に要する

経費でございますが、当初の見込額を下回っ

たことに伴う減額でございます。 

 薬務衛生課の説明は以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 次に、議案第14号の説明

をお願いします。 

 まず、黒瀬国保・高齢者医療課長。 

 

○黒瀬国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 資料の62ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計の補正予算につ

いてでございます。 

 国民健康保険運営費につきまして、主な増

減を御説明いたします。 

 説明欄１の国民健康保険保険給付費等交付

金については、国庫補助金額の決定に伴い、

市町村への交付額が当初見込みより減少した

ことに伴う減額でございます。 

 ２の社会保険診療報酬支払基金納付金につ

いては、介護納付金など支払基金に対して支

払う納付金が当初見込みを下回ったことによ
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る減額です。 

 ３の財政安定化基金積立金ですが、昨年度

の決算に伴う剰余金を基金へ積み立てるこ

と、利子が増えたことに伴う増額でございま

す。 

 また、５の国庫支出金返納金につきまして

は、過年度の国庫支出金の返納額が確定した

ことに伴う返納金を計上しております。 

 続きまして、64ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 情報処理関連業務として国民健康保険総合

システムの回線使用料について、今年度中に

契約を行う必要があるため、債務負担行為の

設定をお願いしております。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 

○堤健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 資料の65ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計でございます。 

 右側の説明欄１、健康づくり推進費のう

ち、(1)国保ヘルスアップ支援事業は、糖尿

病予防対策や特定健診未受診者対策に要する

経費で、所要見込額の減に伴う減額でござい

ます。 

 次に、(2)国庫支出金返納金につきまして

は、令和６年度国庫補助金の額に伴う精算返

納金でございます。 

 健康づくり推進課の説明は以上です。 

 

○岩本浩治委員長 次に、報告第１号、第２

号及び第３号の説明をお願いいたします。 

 

○入田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料の69ページをお願いいたします。 

 職員による交通事故の和解及び損害賠償額

の決定について、地方自治法第180条第１項

の規定により専決処分した事件の報告が３件

ございます。 

 内容につきましては、それぞれ概要資料で

御説明させていただきます。70ページをお願

いいたします。 

 報告第１号につきましては、令和６年３月

に玉名市で発生いたしました事故について、

相手方との示談交渉の結果、５の損害賠償額

の欄にありますとおり、人的損害分122万

1,663円、物的損害分43万2,360円、計165万

4,023円を支払ったものでございます。 

  ６の事故の状況ですが、玉名地域振興局保

健福祉環境部の職員が、公用車で玉名市内を

走行中、交差点で一時停止を行ったものの、

左右確認が不十分なまま直進したため、左方

向から走行してきた相手方車両と衝突し、損

傷を与えたものでございます。 

 生じた損害につきましては、県及び相手方

が賠償責任割合に応じて負担することで示談

が成立いたしております。 

 続きまして、72ページをお願いいたしま

す。 

 報告第２号につきましては、令和７年８月

に玉名市で発生いたしました事故について、

相手方との示談交渉の結果、５の損害賠償額

の欄にありますとおり、３万4,650円を支払

ったものでございます。 

 ６の事故の状況ですが、玉名地域振興局保

健福祉環境部の職員が、公用車で玉名市内を

走行中、一時停止標識のない道幅の狭い交差

点に徐行で進入したところ、左側路地より右

折してきた相手方自転車が転倒しながら公用

車の左後輪に接触したものでございます。 

 生じた損害については、県の負担とするこ

とで示談が成立しております。 

 74ページをお願いいたします。 

 報告第３号につきましては、令和７年11月

に山鹿市で発生いたしました事故について、

相手方との示談交渉の結果、５の損害賠償額

の欄にありますとおり、46万300円を支払っ

たものでございます。 
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 ６の事故の状況ですが、鹿本地域振興局保

健福祉環境部の職員が、山鹿市内の施設に駐

車していた公用車を移動させる際に、後方に

駐車していた相手方車両と衝突し、損傷を与

えたものでございます。 

 生じた物的損害については、県の負担とす

ることで示談が成立しております。 

 なお、相手方車両には運転手が乗車してお

り、現在加療通院中であるため、人的損害分

の賠償責任については、通院が終了した後、

別途整理を行うことといたしております。 

 今回、これらの事故の発生も踏まえ、当該

所属はもとよりですが、部内の本庁各課並び

に各出先機関に対して、改めて、職場内での

注意喚起や規範意識の醸成に努めるよう、部

長名での通知を発出したところであります。 

 引き続き、交通事故、交通違反等の防止に

向けた取組の徹底を図ってまいります。 

 健康福祉政策課は以上です。 

 

○岩本浩治委員長 続いて、病院局審査に移

ります。 

 まず、病院事業管理者職務代理者から総括

説明を行い、続いて、担当課長からの説明を

お願いします。 

 初めに、鍬本病院事業管理者職務代理者。 

 

○鍬本病院事業管理者職務代理者 病院局で

ございます。 

 今回提案しております令和７年度熊本県病

院事業会計補正予算の概要につきまして説明

いたします。 

 まず、収益的収支では、収入につきまし

て、患者数が見込みを下回ったこと等により

8,100万円余の減額、支出につきまして、職

員給与費の所要見込額や事業実績に基づく委

託料の減等により１億1,900万円余の減額を

お願いしております。 

  また、資本的収支では、契約実績に基づく

施設整備費の減等により、収入で3,200万

円、支出で3,300万円余の減額をお願いして

おります。 

  これらにより、収益的収支と資本的収支を

合わせた補正後の支出総額は21億1,600万円

余となります。 

 詳細につきましては、総務経営課長が御説

明いたしますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 引き続き、担当課長から

議案第19号の説明をお願いします。 

 

○米田総務経営課長 病院局総務経営課でご

ざいます。 

 資料の67ページをお願いいたします。 

 収益的支出についてでございますが、右側

説明欄をお願いいたします。 

 １の(1)給与費につきましては、先ほど健

康福祉政策課から御説明がありましたとお

り、昨年の１月１日時点からの人事異動等に

伴う減額をお願いするものでございます。 

 次の(2)材料費、(3)経費、(4)研究研修費

につきましては、委託料等の契約実績に基づ

く執行見込みの減でございます。 

 これらによりまして、医業費用１億1,900

万円余の減額をお願いしております。 

  次に、68ページをお願いします。 

 １の(1)施設整備費、(2)器械備品購入費、

(3)ソフトウェア購入費につきましては、工

事費等の契約実績等に基づく執行見込みの減

でございます。 

 これらによりまして、建設改良費3,300万

円余の減額をお願いするものでございます。 

  病院局の説明は以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いをし
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ます。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って着

座のままで説明をしていただきます。 

 なお、本日は、先議の委員会でもあります

ので、付託議案を中心に、できるだけ簡潔に

質疑応答をいただきますようよろしくお願い

いたします。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 18ページの地域包括ケアシ

ステム構築加速化事業ということで、ちょっ

とお尋ねなんですけれども、もともと国のほ

うから地域包括ケアは進めなさいということ

で、もう10年以上前ぐらいから動き出してき

ていると思います。 

 そういう中で、高齢化が進み、また、人口

減少によって、介護であり、医療であり、様

々な分野においてその人材不足が出てきてい

ます。 

 そういう中において、やはりこの地域包括

ケアというのは、先を見た場合に極めて重要

な仕組みだろうと思っておりまして、その仕

組みづくり、これを加速させていくんだろう

というふうに思うんですけれども、そのエリ

ア設定等を含めて現在の状況をちょっと教え

ていただければと思います。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 ただいま御質問いただきました地域包括ケ

アシステム構築加速化事業につきましては、

市町村が地域包括ケアシステム構築を、おっ

しゃるように長年進めてまいりまして、医療

と介護と生活支援という要素を連携させなが

ら、地域の高齢者の生活を支えるというふう

な仕組みでございますが、これを進めてまい

りました。 

 2025年を目指して進めていきましたところ

で、今、2025年を過ぎまして、2040年に向か

って、次は地域包括ケアシステムの深化、推

進を進めるというところで、引き続き取り組

んでいるところです。これにつきましては、

特に、医療と介護の連携を深めるといった点

で深化を進めるということにしております。 

 エリア設定ということでございますが、基

本的には市町村単位でということにはなりま

すが、その中でも中学校単位ということで、

生活圏の中で、それぞれ医療と介護と生活支

援が途切れなく提供できるように、そういっ

た体制を市町村とともに進めているところで

す。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員 基本的に今お話があったと

おりだろうというふうに思うんですけれど

も、ただ、なかなかその実態を見るとそこま

で進んでいないというふうな話もあり、その

中で市町村の温度差、実際に取り組む市町村

の温度差というのは結構あるみたいな話も聞

こえてきますし、だから、この中学校単位で

という話で今考えられてて、このことをやっ

ぱり進めていかなきゃいけないんだけれど

も、ある意味、県のほうが市町村にやってく

ださいねじゃ、恐らく現状は極めて厳しいよ

うな状況が私は現実としてあると思います。 

 先ほど言ったように、医療資源であり、介

護資源であったり、その人材であったり、様

々な部分において課題抱えていますし、なお

かつ、この地域包括ケアを進めるに当たって

は、家族の協力というのが、これは極めて重

要だと思っていますので、それを含めた形で

進めていかなきゃいけない中で、ある意味市

町村に任せるのも大事かもしれませんけれど

も、ある程度県のほうがやっぱり引っ張って

いかないと、前になかなか進まないのじゃな

いのかなというふうな気がして仕方ないとい

うのが現状です。 

 ただ、これからの高齢化社会の中におい

て、この地域包括ケアシステム、これを機能

させていかないと、恐らく、いろんな意味に
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おいて、医療、介護の現場含めて破綻してい

く可能性がありますので、これを進めていく

ためには、さっき言ったように、ある程度県

のほうが引っ張っていきながら、市町村の尻

たたきながら、こうしてほしい、ああしてほ

しいということを含めて、やっぱりもうちょ

っと積極的にやっていかないと難しいのじゃ

ないのかなというふうに思っていますので、

その部分を含めて、市町村単位なのか、ある

いは場合によっては医療圏単位でも構わない

というふうに思いますし、熊本市、なかなか

手が出せない部分もあるかもしれませんけれ

ども、それ以外のところは、それなりの形で

できるのじゃないのかなというふうに思って

いますし、だから、その核となるところを、

やはり今言った形で核となるところに動いて

もらうような仕組みを市町村と一緒になって

やっぱり構築していっていただければと思い

ますので、ぜひこれをやっていっていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 何か答弁があればお願いします。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 あり

がとうございます。 

 おっしゃいましたとおり、市町村におかれ

ても、人口減少が進み、市町村職員数も減っ

ていく中、市町村が中心になりながら体制を

整えていくというのもなかなか難しい面もご

ざいますので、こういった伴走型支援を使い

まして、しっかり県としても一緒に考えてい

きながら、これからも地域包括ケアシステム

が維持されていくように行動していきたいと

思います。ありがとうございます。 

 

○藤川隆夫委員 分かりました。 

 

○岩本浩治委員長 藤川委員、よろしゅうご

ざいますか――ほかに何か。 

 

○岩下栄一委員 小さいことですけれども、

すみません。 

 児童福祉ですけれども、ページは４ページ

ですかね。児童一時保護所費とありますけれ

ども、児童が一時的に保護されなければなら

ない状況というのは、どういう場合があるん

ですかね。 

 

○中村子ども家庭福祉課長 児童の一時保護

の具体的な事例ということでお答えしたいと

思います。 

 児童相談所に寄せられる相談というのは様

々ございますけれども、今児童虐待ですね、

家庭内で虐待が起こりまして、それを周囲の

大人とかが気づきまして、児童相談所に報告

するというふうなものが多くなってきており

ます。 

 一番多い通告の元といたしましては、警察

等から積極的に情報をいただいているという

のもありますし、学校と連携もしておりまし

て、学校のほうからの御相談というふうなも

のもございます。その内容といたしまして

は、ネグレクトですとかそういったものもち

ょっと増えてきているようなところと承知し

ております。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 ありがとうございます。 

 子供は自分の立場を主張する機会がないか

ら、ぜひそうした保護の状況をよろしくお願

いしたいと思います。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○岩下栄一委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 ほかに。 

 

○内野幸喜委員 13ページ、いろんなところ
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で所要見込額の減というので減額補正になっ

ていますけれども、さっきこの老人福祉施設

費のところで所要見込額減、整備の見送りと

いうちょっと説明が幾つかあったと思うんで

すけれども、整備の見送りというのは、例え

ば、今、いろんな資材が上がったりとか、人

件費等が上がったりとかで、当初考えていた

建築コストを上回りそうだとか、例えば、そ

ういったことで整備の見送りとかになったの

かとか、ちょっとそこを教えてほしいなと思

うんですが。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 今お尋ねがありました介護基盤緊急整備等

事業の、先ほど私のほうから御説明差し上げ

ました整備の見送りの状況でございますね。 

 もともとが、この７年度当初予算の要求額

を決定するのに当たりまして、前年度の令和

６年の９月頃に市町村等にニーズ調査をしま

して、必要額を算定して予算を計上している

ものになります。で、予算が決定された後

に、令和７年５月頃に最終的な申請書類の作

成を依頼しているところなんですけれども、

その間に、いわゆる施設側がもともと立てて

おられた事業計画が、ちょっとそのとおりに

ならないというようなことで、次年度に事業

を遅らせたりだとか、あと、今委員のほうか

らもお話がありましたように、資金繰りの関

係で事業実施を見送られたりというようなこ

とがあっているということで、今お聞きをし

ているような状況でございます。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○内野幸喜委員 今、急激な物価高騰という

ことで、結構そういうことがこれからも起こ

り得ると思うんですね。だから、これから予

算計上するときなんかも、市町村とかとその

辺はしっかりと丁寧に打ち合わせをしておい

たほうがいいのかなと。今後またこういうこ

とが起こり得ると思いますので、そこをお願

いしたいなと思います。 

 それと、引き続きいいですか。 

 医療政策課で、48ページからか。すみませ

ん、これは、ひょっとしてちょっとその他に

なるのかもしれないんですけれども、歯科医

師会の皆さんとの新年会のときに話が出てた

んですけれども、奥歯のかぶせ物とか詰め

物、そういったものが、パラジウム合金と言

うんですけれども、物すごく値段が、国際価

格が高騰してて、逆ざやというか、そういう

治療をすればするほど赤字が膨れ上がってい

くって話があったんです。そういったものへ

の経済対策、物価高騰対策というのが11月か

らあって、この中で、そういうの当てはまる

ものというのはあるんですかね。 

 

○神西医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 経済対策分につきましては、昨年12月の補

正のほうで措置をさせていただいております

が、それに関しては、物価高、あるいは賃上

げ分ということで、診療所とかは、定額で30

万とかそういう形でいくということで、これ

が該当して補助をするとか、そういうそのパ

ラジウムとか、そういう部分に関して特化し

てあるような予算については、今回、あるい

はその12月の補正とかでも特になくて、もう

賃上げ、物価高騰分という形でしているとい

う感じでございます、現状としましては。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。 

 現状だけは今さっき話しましたけれども、

とにかく国際価格が高騰してて、治療すれば

するほど赤字になる、でも、やっぱり患者さ

んがやってくれと言えばやらざるを得ないの

でと、逆ざやという話がありましたので、そ

ういう現状だということだけちょっとお伝え

しておきたいなと思います。 
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○神西医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 そういった逆ざや、あるいは医療機関も、

医療機器とかが非常に高額、あるいは輸入し

てくると、海外の製品とかも非常に高いとい

うところもございまして、国立大学病院とか

も非常に困っているというところもございま

す。そういう部分に関しては、国のほうも、

補助金ですとかそういう部分で措置をするよ

うな話もちょっと聞いてはいるんですが、基

本的にはやはりそういう部分も含めて診療報

酬改定のほうで対応していくようなところで

ございますので、その辺はしっかりと注視を

していきたいというふうに思っております。 

 

○岩本浩治委員長 内野委員、よろしゅうご

ざいますか。 

 

○内野幸喜委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 ほかに。 

 

○岩田智子委員 58ページの歯科行政費のこ

とで、今回の主要事業にも詳しく説明もあっ

たんですけれども、災害時における口腔ケア

とか栄養とかの巡回に充てる歯科医師会が事

業主体でされるという予算が大きくついて、

能登半島の地震とかであったということで、

やっぱりこれからの災害に向けては、とても

必要だと私も思っています。 

 詳しくですね、例えば１億3,500万円の予

算で、例えば車両とかもすごい大きいものだ

と思うんですけれども、少し分かる範囲で、

ちょっと細かなところを教えていただければ

と思います。 

 

○堤健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 御指摘のありました災害時等歯科保健医療

提供体制整備事業でございますけれども、内

訳を申し上げさせていただきますと、まず、

今回の車両とかの整備に関しましては、１億

2,600万を計上させていただいております。

内訳としましては、巡回診療車、大型の車

両、実際に中で診療ができるような車両にな

りますが、これについては5,000万円を計上

しております。そのほか、ポータブルユニッ

ト、あるいはその運搬車両の購入につきまし

て、４台分として7,600万を計上させていた

だいております。 

  続いて、地域の診療体制についての調査事

業としまして550万円、それから、人材育成

の研修等の費用としまして300万円を計上さ

せていただいております。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○岩田智子委員 ニーズ調査とかもこれから

されると思うんですけれども、例えば、災害

があったらもうフル回転をされると思うんで

すが、災害がないとき、これを置いておくだ

けなのか、そういうほかのに何か併用される

のか、そういうところもちょっと気になると

ころではありますけれども、とても重要な事

業だと思います。 

 以上です。いいです。大丈夫です。 

 

○堤健康づくり推進課長 ありがとうござい

ます。 

 御指摘の点に関して、おっしゃるとおり、

災害時だけの活用ということではなくて、国

のほうも、平時の例えば巡回診療であると

か、健診であるとか、そういったのに活用し

てほしいということは想定をしております。 

 ただ、実際に国からの配分を何台受けられ

るかというのはこれからの調整になると聞い

ておりますので、その配分された台数を見な

がら、実際の配備について、また検討してま

いりたいと考えております。 

 私のほうからは以上です。 
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○藤川隆夫委員 補足で、今の関連なんです

けれども、今車両の中には、基本的に歯科診

療ができるユニットというのは１台入るのか

２台入るのか、そこまでも詰めてあります

か。 

 

○堤健康づくり推進課長 具体的にそこまで

は詰められていません。 

 

○藤川隆夫委員 よく分かりました。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○藤川隆夫委員 はい。 

 もう１個、いいですか、続けて。 

 ９ページの公務員獣医師の確保の件で、こ

れもずっと課題になってて、熊本県もずっと

足りないまま来ているわけなので、今回所要

見込み減になっているのは、やっぱり要は対

象者がいなかったということなのかどうかと

いう話と、であれば、もし対象者がいないと

いうのであれば、その対象者がいない理由と

いうのは、恐らく処遇の問題だろうと思うの

で、それに関して県として今後どういうよう

な方向でまた考えていっているのか、今まで

も大分処遇改善のことでやってきてもらって

はいるものの、結局全国も同じような流れが

あり、あまり差別化ができていない状況があ

るので、できればもっと積極的に踏み込ん

で、職員の給与表なり何なりまで踏み込んだ

形で恐らくやっていかないと、手挙げてくれ

る人がいないのかなというふうな気がするの

で、その部分を含めてちょっと今の状況を教

えていただければと思います。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 まず、減の理由でございます。こちら、対

象者が留年をいたしまして、その分で対象外

になりましたので、減額しております。 

 で、この修学資金貸付けにつきましては、

最高が月額18万円というところで、最大６年

間受けることができます。計算しますと、最

大1,200万弱ぐらい受けることができますの

で、私立大学の学費については、大体見るこ

とができるかと思います。 

  ただ、１点申し上げたいのが、獣医系の大

学というのが熊本県内にないもんですから、

生活費分相当については、御自分で負担して

いただく必要があるかと思っております。 

 県に入って最大10年間勤務していただけれ

ば、返還の義務もないというところでござい

ますので、県としても積極的にＰＲをしまし

て、できるだけ長く働いていただいて、返還

はしていただく必要はないというふうに考え

ているところでございます。 

 あと、処遇に関してでございます。こちら

も、いろいろな御意見を承っておりまして、

処遇改善に向けて検討を進めているところで

ございます。 

 １点、まずは、例えば動物愛護センターの

ほうで獣医療と、あと、避妊・去勢手術のほ

うをしておりますけれども、これらに係る職

員については、手当のほうを支給するという

ふうにするところでございます。あわせて、

初任給調整手当の見直しについても並行して

進めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 公務員の獣医師というのは

極めて大事な人材でありますので、積極的に

県のほうで動いていただいて、確保に向けて

頑張っていっていただければと思いますの

で、よろしくそこはお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 
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○藤川隆夫委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 ほかは。 

 

○岩下栄一委員 すみません。自分のこと言

うとおかしいですけれども、私はもう高齢者

の仲間入りしております。孫もおります。そ

ういう中で、いつも伝染病情報を新聞紙上で

何かはやっているということを注目して、病

気にかからぬように、かからぬようにといつ

も思っているわけですけれども、健康危機管

理課、８ページ、新興感染症対応力強化事業

とあります。減額になっていますけれども、

新興感染症なんていうのは、いろんなものが

入ってきていることは知っていますけれど

も、今、主なものはどんなやつがあるんです

か。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 こちら、新型インフルエンザ等というとこ

ろで想定をしていまして、基本的に呼吸器感

染症等を想定しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 インフルエンザですか。 

 

○岩本浩治委員長 インフルエンザというこ

とでよろしゅうございますか。 

 

○弓掛健康危機管理課長 新型インフルエン

ザ等になります。 

 

○岩下栄一委員 消化器系のやつはないです

か。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 基本的に呼吸器感染症等を対象としており

ます。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 いいですけれども。消化器

系の感染症が何か入ってきているような感じ

がしますけどね。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 基本的にどんなものが入ってくるかという

のが分からないところもございますので、そ

ういった点も含めて対策を講じてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 ぜひメディアを通して、そ

ういう情報をみんなが用心するように流して

いただきたいと思います。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 健康危機管理課のほうで、毎週感染症の週

報という形で、そのときにはやっているもの

について情報をお流ししております。割と新

聞、テレビ等でも取り上げていただいており

ますので、引き続き情報発信のほうはしっか

りしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 よろしくお願いします。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○岩下栄一委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 ほかに。 

 

○亀田英雄委員 １つ、小さな話ですみませ

ん。 



第８回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（令和８年２月20日) 

 - 19 - 

 ９ページの動物愛護推進費、これに該当す

るかはちょっと不明なんですけれども、先

日、八代保健所の保護犬のセンターをのぞい

てきたんですけれども、エアコンが壊れて夏

場が心配するという話を聞きました。そのよ

うな情報をつかまれていらっしゃるか、予算

の手当を行われたか、ちょっとまだ不明なん

ですけれども、これについて何かあればお聞

かせください。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 そういった情報は聞いております。基本的

に県南の広域本部のほうで対応するというふ

うに伺っております。大変恐縮ですが、その

結果については承知しておりませんでしたの

で、確認したいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○亀田英雄委員 これだけマイナスがありま

せんが、対応できるものは、皆さん頑張って

いらっしゃるので、対応いただきたいなとい

うふうに意見を申し上げます。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございますか

――ほかに。 

 

○立山大二朗委員 では、41ページで障がい

者支援課の(5)番の障がい福祉分野のＩＣ

Ｔ・ロボット等導入支援事業ですけれども、

以前もお尋ねしておりますけれども、具体的

にどういった機器だったりＩＣＴの導入が進

められて、どういったものを見込んでいる

か、どういったロットというか量なのか、そ

ういったこと含めて進捗を教えていただけれ

ばありがたいなと思います。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 今ほどお尋ねがありましたＩＣＴ、ロボッ

トの関係でございますが、今現状、私自身

も、その施設のほうにも視察とかにも行かせ

ていただきまして、介護とかと同じようなリ

フトで何か上がるとか、そういったようなも

ので活用もされていっているということで把

握しているところであります。今ほどお話し

いただいた、どれくらいの量なのかとか、そ

ういったところについて、また追って確認し

て御報告させていただきたいなというふうに

思います。 

 以上でございます。 

 

○立山大二朗委員 予算についてということ

は、何かしらこういったものを導入してほし

いとか、導入が見込めるだろうとか、そうい

ったところについて、もうちょっと具体的に

伺いたいんですけれども。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 今現状、すみません、手元にそういったも

のがございませんので、また後ほど御報告さ

せていただきたいなと思います。 

 

○立山大二朗委員 分かりました。 

 どうしても介護人材とかも非常に厳しくな

ってきている中で、ＩＣＴであったりロボッ

ト導入というのが、もう本当必要不可欠にな

ってくるかなと。やっぱり人力負担を軽減し

ていくためにも必要なところだと思いますの

で、こちらもしっかり情報を持って、また、

どういったものを使うほうが本当に現場にと

っても効率的かとか、現場負担が減らせるか

とか、省力化になるか、そういったのも踏ま

えて情報提供も含めて県のほうでも牽引して

いただければありがたいかなと思います。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 ほかにありませんでしょ
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うか。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 先ほど亀田委員から御質問のあった件でご

ざいますけれども、県南広域本部の予算のほ

うで対応することになったということでござ

いますので、御報告いたします。失礼いたし

ました。 

 

○亀田英雄委員 ありがとうございます。 

 

○岩本浩治委員長 よろしいですか。 

 

○藤川隆夫委員 11ページの外国人の介護人

材受入れの件で、当然これは医療、介護の現

場って外国人がいないともう回らないような

状況、これは、ほかの業種でも、農業であり

建設、土木であり、全ての分野でそういうふ

うな状況が今出てきているかというふうに思

っております。 

 そういう中で、熊本県内におけるこの外国

人の介護人材というのは、今現状どの程度い

らっしゃるのか、そして、国籍はどこが多い

のか、課題とか何かが今出ているのかどう

か、ちょっと分かれば教えてください。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 今の時点での外国人の受入れ人数といたし

ましては、1,300人ぐらいになります。う

ち、一番多いのがミャンマーの方になりま

す。多いほうからいきますと、ミャンマー、

インドネシア、ベトナム、ネパール、フィリ

ピンといったようなところになります。 

  受入れに関しましては、いろいろ受入れの

資格がございまして、いわゆる特定技能です

とか、技能実習ですとか、あと、そもそも資

格を取られて、在留資格として介護で在留さ

れている方とかいらっしゃるんですけれど

も、一番多いのは特定技能になりまして、

960ぐらいかなというところです。 

 で、課題等についてのお尋ねもございまし

たので、少し私どもで把握しているところで

いきますと、やはり特定技能の方につきまし

ては、いわゆる転籍が可能になっております

ので、何ていいますか、条件がいいところに

移っていかれたりとかということで、長い期

間継続して働いていただけるというところ

が、少しリスクがあるところがございます。

それぞれ施設のほうで、やはり長く働いてい

ただけるように処遇面ですとかの対応をして

いただいているところです。 

 日本人の方もそうなんですけれども、やは

り辞められるのの一番の原因というのは人間

関係ということでアンケートも出ていますの

で、そういう職場内での人間関係、特に外国

の方につきましては、施設で先輩職員がマン

ツーマンに近い形で指導されたりだとかとい

うことで、より丁寧な対応を取っていただい

ていますので、そういう取組を引き続き行っ

ていただけるように、県のほうからも情報提

供していければなというふうに思っていると

ころです。 

 

○藤川隆夫委員 今ので、今の現状の実態と

課題についてはよく分かりました。 

 やはり人間関係、処遇の問題で恐らく移っ

ていかれる。ただ、移っていかれた先も含め

て、要は監理団体が恐らく全部フォローして

いるとは思うんですけれども、逆に言うと、

漏れてくる人たちも当然出てくると思いま

す。そうなったときに、やっぱり様々な課題

が、さらにまた別な課題が出てくるというふ

うに思っておりますので、できれば、介護人

材、これからさらに増えてくると思いますの

で、知事のほうからも、きちっと入ってきた

人をちゃんと見ていくような方針で、これか

らそういう話をしていくというふうな話もあ

りましたので、できれば、介護現場に入った
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方々がその場に長く勤められるのが一番いい

んだけれども、やっぱり動かれる場合は、そ

れもきちっとフォローができるような体制

も、ある意味、その監理団体含めて、県と自

治体と連携しながら見ていくような方法が必

要だというふうに思っていますので、そうい

うふうなことを含めてやっていっていただけ

ればと思いますので、どちらにしろ、これか

ら外国人がいないと回っていかない業種だと

思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○藤川隆夫委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 ほか、ありませんでしょ

うか。 

 

○立山大二朗委員 34ページなんですけれど

も、先ほど、子ども未来課のほうから、プレ

コンセプションケア普及啓発について、動画

作成とかちょっと時間かかっているというこ

とだったんですけれども、学校現場とかあっ

たりすると思うんですけれども、今どういっ

たところでどういった取組をされているか、

ちょっと教えていただけますでしょうか。 

 

○緒方子ども未来課長 学校の現場でどうい

った活用をされているかというお話でしたけ

れども、思春期保健教育という形で、現在

は、講演とかそういったものの中で、プレコ

ンセプションケアに限ってということでも今

のところはないんですけれども、そういった

講演活動とかを子ども未来課で実施している

分については、３年に１回は実施するような

ことをやっているんですけれども、どうして

も講演形式で終わってしまうところがありま

して、ふだんなかなかそういったことに接す

る機会がやっぱり少なくなるというようなこ

とと、やっぱり若い世代はＳＮＳを活用する

ことが多くなってきて、短い動画でどうつな

ぐかというのが非常に大事になってきている

という状況もありますので、現在、14本、プ

レコンセプションケアに限らず、性と健康と

いうようなところの分野を広く捉えて動画を

作ってまして、そういった形で学校現場の体

育保健の先生方ともちょっと意見交換をさせ

ていただいて、来年度以降、そういった形で

授業等でも使っていただけるような形のこと

を今考えて動画作成をやっているところでご

ざいます。 

 

○立山大二朗委員 妊娠、出産への関わり方

とかを男性、女性問わず、普及啓発していく

というところで、やっぱり少子化の部分にも

資するところも大きいと思いますし、もちろ

ん男女共同参画だったりとか、平等性とかを

学ぶという機会にもなっていくと思うんです

けれども、非常に予算が大きいわけではない

んですけれども、とても若い世代に対して、

しっかりとそういったライフデザインとかを

考えてもらって、自分も将来子供を産むと

か、そういう発想とかを早い段階から持って

もらうというとても大事な事業だと思うんで

すよね。ですので、ぜひぜひそういうショー

ト動画だったりとか、今いろんな形もそうで

すし、学校現場とかでも、何かもっと取組方

というのを積極的にいくと、実は将来的にも

すごく資するところが大きい事業じゃないか

なと思いますので、今後期待したいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○緒方子ども未来課長 ありがとうございま

す。 

 先ほど、女性だけではなくてというお話も

ありましたけれども、男性の性と健康の部分
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についての動画とかも今回作るようにしてま

して、ＳＲＨＲ、本当にプレコンだけではな

く、少し広めの概念で作っていった上で、今

回作る14本については、ある程度、興味、関

心がない人が見たときに興味、関心を持って

もらえるような動画にしてまして、その中か

らこれについて詳しく知りたいというものを

来年度以降また動画として作っていって、学

校の現場とかでも使っていただきたいなと思

っていますし、正しい知識をそうやって持つ

ことで、委員言われたようなライフデザイン

をどう描いていくかというのは非常に大事に

なってくると思っていまして、来年につきま

しては、ライフデザインをそういった知識を

持ちながら考えてもらうような事業等も組み

立てようと思っていますので、あわせて、学

校現場等で活用いただければなというふうに

思っているところでございます。 

 

○立山大二朗委員 １点だけ。もう興味、関

心がない若い方々をどうやって引っ張ってく

るかって、その動画まで。そこのフックとか

も、とても重要になってくると思いますの

で、今後に期待したいと思います。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○立山大二朗委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 ほかにありませんでしょ

うか。 

 

○下山健康福祉部長 すみません。先ほどの

内野委員の質問、先生方にちょっと物価高の

影響についての御懸念をいただいておりまし

たので、ちょっと補足をさせていただきま

す。 

 おっしゃったそのパラジウムコート等の医

療材料につきましては、本来、保険適用分に

ついては保険で賄うべき、価格転嫁ができな

いところにおいて今回物価高の対策というの

を取っておるんですけれども、保険外につい

ては、一応価格転嫁が可能であろうというこ

とで、そこは措置してないということになり

ます。 

 今回の11月の物価高の対応につきまして

も、そのような医療材料分まで想定を細かく

しているわけではございませんので、今のよ

うな不可欠な材料費がどのぐらい上がってい

て、どんな影響があるかというような話は、

少し歯科医師会とか関係団体等にもお話を聞

きまして、必要であれば国にも要望を、何ら

かの措置ができるのかというのがありますけ

れども、していくことも検討させていただき

たいと思っております。 

 それから、施設整備につきましては、ただ

いまは、たまたま基金を使いました施設整備

の話を高齢者支援課長のほうがいたしました

けれども、全体としまして、特に障害者施設

であるとか保育施設、もう建て替えの時期に

来ておりまして、多くのやっぱり要望が出て

まいります。 

 そのような中で、国の補助枠の問題、県の

補助金の、県が出さなきゃいけない場合の県

の枠もあるんですけれども、多くは国の枠で

ありましたり、それから単価の課題など見て

いくと、いろいろ実態、今のその物価高な状

況には合っていない部分も出てくると思いま

す。これまでも国への要望もしていたんです

けれども、もう少し精緻に、どのぐらいの建

て替え計画が、もう少し中長期的にあって、

何かちょっとペースを例えば増やしていただ

かないと、なかなか厳しいんだよというよう

な話とかも含めてしてはいるんですけれど

も、きちんと調べて、引き続き国への要望と

いうのも整理してやっていきたいと思ってお

ります。 
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○岩本浩治委員長 よろしいですか。 

 

○内野幸喜委員 最初の歯科医師会の件も、

ぜひ歯科医師会と一回話してもらうといいな

と思います。 

 保育所も、これも忘年会のときかな。３年

前だったからできたと、今だったらちょっと

なかなかできなかったなと。整備をですね、

そうおっしゃった保育関係の方もいらっしゃ

ったので、やっぱり物すごく物価がどんどん

上がって、建築コストも上がってきているの

で、これから今までどおりにできるかどうか

というのが、ちょっとこう非常に難しいんじ

ゃないかなと思う部分もあるので、その点も

含めて、国にもしっかりと協議をしてほしい

なというふうに思います。よろしくお願いし

ます。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○内野幸喜委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 ほかになければ――それ

では、ただいまから、本委員会に付託されま

した議案第１号、第14号及び第19号につい

て、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 異議なしと認め、採決い

たします。 

 議案第１号外２件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 御異議なしと認めます。

よって、第１号議案外２件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、その他に入ります。 

 今定例会においては、３月に後議分の委員

会もありますので、本日は、急を要する案件

についてのみ質疑をお願いいたします。 

 何かありませんでしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 なければ、以上で本日の

議題を終了いたします。 

 それでは、これをもちまして第８回厚生常

任委員会を閉会いたします。 

  午前11時28分閉会 
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